
◎漁港漁場整備法及び後進地域の開発に関する公共事業に係る国

の負担割合の特例に関する法律の一部を改正する法律 
（平成一九年五月三〇日法律第六一号）   

一、提案理由（平成一九年三月二九日・衆議院農林水産委員会） 

○松岡国務大臣 漁港漁場整備法及び後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担

割合の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主

要な内容を御説明申し上げます。 

 我が国水産業の基盤である漁場につきましては、これまで地方公共団体及び水産業協

同組合により整備が行われてまいりました。これにより、沿岸海域におきましては、漁

場整備に一定の進捗が見られるところであります。しかしながら、沖合漁業の漁獲量は

減少傾向にあることから、沖合海域における漁場整備の推進が喫緊の課題となっており

ます。 

 また、漁港につきましては、漁港機能の維持向上を効率的に行うため、民間事業者等

の主体性を生かした既存施設の有効利用を図ることが重要となっているところでありま

す。 

 政府といたしましては、このような課題に対応するため、この法律案を提出した次第

であります。 

 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 

 第一に、国が施行する漁場整備事業の創設であります。 

 漁場整備の施行主体として国を追加し、排他的経済水域において、国が漁獲可能量等

を定めている水産動植物で、保護及び増養殖のための措置を緊急に講ずる必要があるも

のを対象とする漁場整備事業を施行することができることとしております。 

 また、都道府県の財政力に応じて国の負担割合のかさ上げ特例を講ずる制度の対象と

して漁場を追加し、地方の負担を軽減することとしております。 

 第二に、行政財産である漁港施設の貸し付けに関する制度の創設であります。 

 構造改革特区制度の全国展開として、国有財産法等の規定にかかわらず、行政財産で

ある漁港施設を、漁港管理者が認定した事業者に貸し付けることができることとしてお

ります。 

 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。 

二、衆議院農林水産委員長報告（平成一九年四月一〇日） 

○西川公也君 ただいま議題となりました法律案につきまして、農林水産委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、水産資源の増大等を図るため、適切な地方負担のもとに国が漁場整備を行う

ことができるよう措置するとともに、漁港施設の機能の高度化を図るため、構造改革特

別区域における漁港施設の貸し付けに係る特例措置を全国において実施しようとするも



のであります。 

 委員会におきましては、去る三月二十九日松岡農林水産大臣から提案理由の説明を聴

取し、本四月十日質疑を行いました。質疑終局後、採決の結果、本案は全会一致をもっ

て原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 

 以上、御報告申し上げます。 

三、参議院農林水産委員長報告（平成一九年五月二三日） 

○加治屋義人君 ただいま議題となりました法律案につきまして、委員会における審査

の経過と結果を御報告いたします。 

 本法律案は、水産資源の増大等を図るため、適切な地方負担の下に国が沖合海域の漁

場整備を行うことができるようにするとともに、漁港施設の機能の高度化を図るため、

構造改革特別区域法に基づく漁港特区制度を全国において実施できるようにするための

規定の整備等を行うものであります。 

 委員会におきましては、沖合海域の資源悪化の原因と国が行う漁場整備による資源回

復効果、次期漁港漁場整備長期計画と離島を始め中小漁港・漁村の整備方針、漁港施設

の民間貸付けをめぐる対応状況、漁業構造改革への対応を踏まえた水産基盤整備予算の

在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知を願います。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 以上、御報告を申し上げます。 


